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生産・出荷工程の見直しにより車両待機を抑制京都府
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►荷主企業：発荷主A（製造業）、着荷主a（製造業）
0発荷主Aは、石川県に本社を置く鋼材加工メーカー。県内に2ヶ所の製造工場を有する。
0着荷主aは、京都府に本社を置く荷役機械メーカー。本社に隣接した主力工場を有している。

►運送事業者：運送事業者ア、運送事業者イ
0運送事業者アは、石川県に本社を置く運送事業者。パイロット事業の対象となった発荷主Aから
着荷主aまでの製品輸送を担っている。

0運送事業者イは、大阪府に本社を置く運送事業者。パイロット事業の対象となった着荷主aの出
荷製品（フォークリフト）の全国輸送のほか、部品等の保管とJIT納品、K工場出荷センターの構

内作業等を担当している。
►荷種：鋼材
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生産・出荷工程の見直しを行い、荷造りと出荷の工程日を分

割したことで出荷予定時間の遅れやこれに伴うトラックの待機を

抑制できるようになった。
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①出荷のための荷造りが出荷順ではなく生産できたものから順次行われており、出荷
時間に当日出荷するための荷造りが終わっていないケースがあった。

②集荷に行った際に必要な荷造りが終わっていないことで、荷積みまでの待機時間が
発生するケースがあった。

③着側でのスペースが狭陰なことで積卸し時の待機時間が発生、周辺道路でのトラック
待機に対して地域住民からの苦情がくるケースがあった。

①発側では生産・出荷工程の見直しを行い、積込みに合わせた出荷作業工程の変更、
出荷作業工程に合わせた生産の着手に変更した。

②行程見直しの結果、社内リードタイムを1日増やし、出荷のための荷造りを出荷前日
に終えることとした。

③着荷主の事前了解を得て、先行納品（納入期限は未だ先であるものの、積載効率を
考慮し、時期を早めて納品するもの）を実施した。

①荷造りと出荷の工程日を分割したことで出荷予定時間の遅れやこれに伴うトラックの
待機を抑制できるようになった。

②待機時間が解消されることにより荷積みから出発までの間に8時間の休息期間が取
れるようになった。

③先行納品の実施により積載効率が向上した。

①出荷作業工程の変更により、工程異常が生じた場合でも出荷納期遅れを抑制できる
ようになった。

②運送事業者が改善基準告示の遵守が困難な運行を行わざるを得なくなるリスクが低
減した。

①発荷主、着荷主ともに「運転者の労働時間の短縮に荷主としても取り組む」という積
極的な姿勢があった。

②荷主と運送事業者との間で、日頃から意思疎通が十分に図られていた。
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